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津波によりまちが全壊した閖上地区は、まちを南北に縦断する貞山運河を境に住居エリアと

非住居エリアに分け、土地区画整理事業により、まちの再建を図っていく計画となっている。

非住居エリアには、閖上漁港、市場等が復旧していることから、産業を集積しまちに賑わい

を創出すべく取り組んでいく計画であるが、今般、カナダ政府の支援を受け、ゆりあげ港朝市

の仮設ブースを震災前から市場を展開してきた場所に整理することになった。

建物本体の建築はこの支援により整備を進めていくが、外構関連施設、各ブースへの給排

水施設及び駐車場の整備等関連工事を行うべく措置するもの。

（工事概要）

ゆりあげ港朝市再建事業予定

全体面積　　 ６，２６６㎡

各ブースへの給排水設備工事（１４ブース）

駐車場整備（約１２０台）

縁石ブロック等外構関連工事

※ この様式は、原則として、参考様式第１の別添２に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号 細要素事業名 ゆりあげ港朝市仮設ブース整備区域造成事業

細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。


